
　　　　　　佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱の概要

１　 趣　旨

本市の地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、情報通信関連事業を行う事業者に対し

予算の定めるところにより佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金を交付する。

２　 定  義

(1) 情報通信関連事業

(2) 専用通信回線 電気通信事業者と契約を締結する者が指定する区間において設定する電気

通信回線であって専ら当該契約を締結する者の用に供するもの及び利用者

専用回線以外の電気通信回線であって事業の形態等から市長が特に必要

と認めるものをいう。

(3) 新規常用雇用者 雇用保険法に規定する一般被保険者のうち、市内に住所を有する者をいう。

※操業開始日の１年前の日から操業日から30日が経過する日までの間に

　新たに雇用された者、または、異動、退職等に伴いその後任者として新たに

　雇用された人(操業日から1年を経過する日に継続して雇用されていること)

(4) 回線使用料 事業所で用いる専用通信回線に係る使用料をいう。

(5) 借室料 事業所の賃借料（敷金、権利金その他これに類する経費を除く。）をいう。

(6) 改修費 事務所の設置及び増設のための改修に要する経費をいう。

３　 補助対象事業者

(1) 情報通信関連業を行うために市内に事業所を設置し、又は増設することにより、新たに2人以上の

新規常用雇用者を雇用する情報通信関連事業を行う者とする。

４　 補助対象経費等

(1) 回線使用料と借室料

額とする。

なお、操業日以後1年が経過する日から起算して3年間（各年度1回）を対象とする。

(2) 新規常用雇用費

新規常用雇用者数に30万円を乗じた額

新設及び増設の操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。

(3) 改修費

事業所の設置及び増設のための改修に要する対象経費の2分の1を乗じて得た額とし、250万円を

限度とする。

新設及び増設の操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。

増設は、事務所面積又は、設備の規模が50％以上拡大するものに限る。

５　　その他

※１ 新規常用雇用者には住所要件があります。（操業開始時点で佐伯市に居住していること。)

佐伯市　商工観光部　商工振興課　企業誘致係

　　電話　０９７２－２２－４５９７（直通）

　　ＦＡＸ　０９７２－２２－００２５

補助金の額は、1年分の補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額（その額に1,000円未満

の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）以内とする。ただし、次に掲げる額を補助金の限度

新規常用雇用者数20人未満 500万円

新規常用雇用者数20人以上 1,000万円

情報サービス業及びインターネット附随サービス業を専用通信回線を利用して
営む事業、コールセンター事業並びにデータセンター事業をいう。


